
令和７年（２０２５年）招集大阪狭山市議会定例会 

１２月定例月議会提出議案等の概要（市長提出分） 

 

諮問第 ３ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

令和８年１月１日以降に生じる人権擁護委員の欠員１名分を補充し、

法定定数９名に戻すため、新たに 村田 政教（むらたまさのり）氏

を法務大臣あてに推薦するに当たり、人権擁護委員法第６条第３項の

規定に基づき、議会の意見を求めるもの 

 

議案第７８号  固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

        固定資産評価審査委員会の委員 平山 登志雄（ひらやまとしお）

氏の任期が令和８年１月９日をもって満了することに伴い、改めて同

氏を委員に選任するため、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、

議会の同意を求めるもの 

 

議案第７９号  大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例について 

        令和６年６月１２日に公布された子ども・子育て支援法等の一部を

改正する法律により、児童福祉法が改正され、乳児等通園支援事業が

創設されたことに伴い、市町村は乳児等通園支援事業の設備及び運営

について、条例で基準を定めなければならないとされたことから、本

市においても同法第３４条の１６第１項の規定に基づき、本条例を制

定するもの 

 

議案第８０号  第五次大阪狭山市総合計画の中間見直しについて 

        令和１２年度を目標年度とした第五次大阪狭山市総合計画について、

令和８年度に中間年度を迎えることに伴い、これまでの施策の進捗状

況や本市を取り巻く情勢等の変化等を踏まえ、同計画の基本構想及び

基本計画の中間見直しを行うため、大阪狭山市議会基本条例第１０条

第１号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの 



議案第８１号  指定管理者の指定について 

        大阪狭山市立老人福祉センター、大阪狭山市立心身障害者福祉セン

ター及び母子・父子福祉センター並びに大阪狭山市障害者地域活動支

援センターの指定管理者の指定期間が令和８年３月３１日で満了する

ことに伴い、改めて各施設の指定管理者を指定することについて、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるも

の 

 

議案第８２号  指定管理者の指定について 

        大阪狭山市立コミュニティセンターの指定管理者の指定期間が令和

８年３月３１日で満了することに伴い、改めて同施設の指定管理者を

指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求めるもの 

 

議案第８３号  指定管理者の指定について 

        大阪狭山市立公民館及び大阪狭山市立社会教育センターの指定管理

者の指定期間が令和８年３月３１日で満了することに伴い、改めて各

施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるもの 

 

議案第８４号  指定管理者の指定について 

        大阪狭山市立図書館の指定管理者の指定期間が令和８年３月３１日

で満了することに伴い、改めて施設の指定管理者を指定することにつ

いて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

求めるもの 

 

議案第８５号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第７号）につい

て 

        障がい者自立支援給付費、生活保護の医療扶助費やひとり親家庭医

療費等の増加に伴う不足見込額を増額するほか、国庫支出金・府支出



金に係る超過交付返還金等を計上するもので、歳入歳出それぞれ５億

１，１１２万３千円を増額補正するもの 

 

議案第８６号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第３号）について 

        令和６年度において交付された保険給付費等交付金などの超過交付

分を返還することに伴う経費を計上するもので、歳入歳出それぞれ 

２２４万９千円を増額補正するもの 

 

議案第８７号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第３号）について 

        税制改正に伴うシステム改修に係る経費等を計上するもので、歳入

歳出それぞれ８９３万５千円を増額補正するもの 

 

議案第８８号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計補正予算（第３

号）について 

        大阪狭山市財産区地域公共事業等交付金交付要綱に基づき、地域公

共事業を執行するためのもので、歳入歳出それぞれ２２０万円を増額

補正するもの 

 

議案第８９号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計補正予算（第１

号）について 

        大阪狭山市財産区地域公共事業等交付金交付要綱に基づき、地域公

共事業を執行するためのもので、歳入歳出それぞれ７２万円を増額補

正するもの 


